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第 1 条 適用 

この電気料金メニュー約款（以下「料金メニュー約款」といいます。）は、当社の

電気需給約款（以下「本約款」といいます。）にもとづき、当社が九電みらいエナジ

ー株式会社が提供する電力の供給サービスを、電灯または小型機器もしくは動力を

ご使用のお客さまで中部電力パワーグリッド株式会社の供給エリアへ取り次ぐと

きの料金その他の条件を定めたものです。なお、料金メニュー約款に定める最低料

金、基本料金、電力量料金、割引額、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電

促進賦課金、請求書発送費用は、消費税および地方消費税相当額を含みます。 

 

第 2 条 料金メニュー約款の変更 

1. 当社は、料金メニュー約款を変更する場合には、本約款第 3条（電気需給約款等の

変更）を適用します。この場合、本約款第 3条（電気需給約款等の変更）において、

「本約款」を「料金メニュー約款」と読み替えて適用します。 

2. 消費税法および地方消費税法の改正等により、消費税および地方消費税の税率が変

更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、料金メニュー約款に定め

る電気料金を変更いたします。この場合、契約期間中であっても、電気料金は、変

更後の料金メニュー約款によります。 

 

第 3 条 契約種別 

1. ICC でんきスマート 

(1) 適用条件 

電灯または小型機器を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用い

たします。 

(a)契約容量が原則として 50キロボルトアンペア満であること。 

(b) 1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用のお客さま向けの

プランとあわせて契約する場合は、契約電流（この場合、10アンペアを 1キ

ロワットとみなします。）または契約容量（この場合，1 キロボルトアンペ
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アを１キロワットとみなします。）と契約電力との合計が 50キロワット未満

であること。 

[ただし、1需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用のお客さま

向けのプランとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、一般

送配電事業者が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)の契約電流ま

たは契約容量と契約電流との合計が 50 キロワット以上であるものについて

も適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土

地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります］ 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは

200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたしま

す。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルト

とすることがあります。また、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。 

(3) 契約容量  

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とし

ます。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応

じて確認いたします。ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える

場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引

き継ぐものとします。 

(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2線式標準電圧100 ボルトもしく

は 200 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100ボルトおよび 200 ボルト

の場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1,000 

なお、交流単相 3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧

は、200 ボルトとします。 

(b) 供給電気方式および供給電圧が交流3相 3線式標準電圧 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732 ×1/1,000 
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(4) 時間帯区別 

時間帯の区分は、次のとおりといたします。 

（イ）デイタイム 

毎日午前 10 時から午後５時までの時間をいいます。ただし，別紙 1

（休日等）に定める日の該当する時間を除きます。 

（ロ）ホームタイム 

別紙 1（休日等）に定める日以外の毎日午前８時から午前 10時までお

よび午後５時から午後 10時までの時間ならびに別紙 1（休日等）に定

める日の午前８時から午後 10時までの時間をいいます。 

（ハ）ナイトタイム 

デイタイムおよびホームタイム以外の時間をいいます。 

 

(5) 電気料金 

1月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および本約款別紙3（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電

促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、本約款別紙4（燃料費調

整）1.(1)によって算定された平均燃料価格が本約款別紙4（燃料費調整）別表

（燃料費調整単価算出係数等）に記載のお客さまの需要場所を供給区域とする

一般送配電事業者ごとに定めるX円（以下単に「X円」といいます。）を下回る

場合は、本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差

し引いたものとし、本約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均

燃料価格がX円を上回る場合は、本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定さ

れた燃料費調整額を加えたものとします。 

 

(a) 基本料金 

基本料金は、本約款第 13条（料金の算定および算定期間）に定める算定期間
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1 月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合

の基本料金は、半額といたします。 

1契約につき最初の 10キロボルトアンペアまで 987 円 04 銭 

上記をこえる 1キロボルトアンペアにつき 286 円 00 銭 

 

(b) 電力量料金  

電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

 

（イ）デイタイム 

1キロワット時につき 38 円 71 銭 

 

（ロ）ホームタイム 

1キロワット時につき 28 円 52 銭 

 

（ハ）ナイトタイム 

1キロワット時につき 16 円 30 銭 

 

2. ICC でんきスマート（朝とく） 

(1) 適用条件 

電灯または小型機器を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用い

たします。 

(a)契約容量が原則として 50キロボルトアンペア未満であること。 

(b) 1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用のお客さま向けの

プランとあわせて契約する場合は、契約電流（この場合、10アンペアを 1キ

ロワットとみなします。）または契約容量（この場合，1 キロボルトアンペ

アを１キロワットとみなします。）と契約電力との合計が 50キロワット未満
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であること。 

[ただし、1需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用のお客さま

向けのプランとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、一般

送配電事業者が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)の契約電流ま

たは契約容量と契約電流との合計が 50 キロワット以上であるものについて

も適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土

地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります］ 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは

200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたしま

す。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルト

とすることがあります。また、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。 

(3) 契約容量  

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とし

ます。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応

じて確認いたします。ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える

場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引

き継ぐものとします。 

(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2線式標準電圧100 ボルトもしく

は 200 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100ボルトおよび 200 ボルト

の場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1,000 

なお、交流単相 3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧

は、200 ボルトとします。 

(b) 供給電気方式および供給電圧が交流3相 3線式標準電圧 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732 ×1/1,000 
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(4) 時間帯区別 

時間帯の区分は、次のとおりといたします。 

（イ）デイタイム 

毎日午前 10 時から午後５時までの時間をいいます。ただし，別紙 1

（休日等）に定める日の該当する時間を除きます。 

（ロ）ホームタイム 

別紙 1（休日等）に定める日以外の毎日午前 9時から午前 10時までお

よび午後５時から午後 11時までの時間ならびに別紙 1（休日等）に定

める日の午前 9時から午後 11時までの時間をいいます。 

（ハ）ナイトタイム 

デイタイムおよびホームタイム以外の時間をいいます。 

 

(5) 電気料金 

1月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および本約款別紙3（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電

促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、本約款別紙4（燃料費調

整）1.(1)によって算定された平均燃料価格が本約款別紙4（燃料費調整）別表

（燃料費調整単価算出係数等）に記載のお客さまの需要場所を供給区域とする

一般送配電事業者ごとに定めるX円（以下単に「X円」といいます。）を下回る

場合は、本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差

し引いたものとし、本約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均

燃料価格がX円を上回る場合は、本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定さ

れた燃料費調整額を加えたものとします。 

 

(a) 基本料金 

基本料金は、本約款第 13条（料金の算定および算定期間）に定める算定期間

1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合
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の基本料金は、半額といたします。 

1契約につき最初の 10キロボルトアンペアまで 987 円 04 銭 

上記をこえる 1キロボルトアンペアにつき 286 円 00 銭 

 

(b) 電力量料金  

電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

 

（イ）デイタイム 

1キロワット時につき 38 円 71 銭 

 

（ロ）ホームタイム 

1キロワット時につき 28 円 52 銭 

 

（ハ）ナイトタイム 

1キロワット時につき 16 円 30 銭 

 

 

3. ICC でんきスマート（夜とく） 

(1) 適用条件 

電灯または小型機器を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用い

たします。 

(a)契約容量が原則として 50キロボルトアンペア未満であること。 

(b) 1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用のお客さま向けの

プランとあわせて契約する場合は、契約電流（この場合、10アンペアを 1キ

ロワットとみなします。）または契約容量（この場合，1 キロボルトアンペ

アを１キロワットとみなします。）と契約電力との合計が 50キロワット未満
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であること。 

[ただし、1需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用のお客さま

向けのプランとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、一般

送配電事業者が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)の契約電流ま

たは契約容量と契約電流との合計が 50 キロワット以上であるものについて

も適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土

地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります］ 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは

200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたしま

す。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルト

とすることがあります。また、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。 

(3) 契約容量  

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とし

ます。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応

じて確認いたします。ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える

場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引

き継ぐものとします。 

(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2線式標準電圧100 ボルトもしく

は 200 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100ボルトおよび 200 ボルト

の場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1,000 

なお、交流単相 3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧

は、200 ボルトとします。 

(b) 供給電気方式および供給電圧が交流3相 3線式標準電圧 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732 ×1/1,000 
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(4) 時間帯区別 

時間帯の区分は、次のとおりといたします。 

（イ）デイタイム 

毎日午前 10 時から午後５時までの時間をいいます。ただし，別紙 1

（休日等）に定める日の該当する時間を除きます。 

（ロ）ホームタイム 

別紙 1（休日等）に定める日以外の毎日午前 7時から午前 10時までお

よび午後５時から午後 9 時までの時間ならびに別紙 1（休日等）に定

める日の午前 7時から午後 9時までの時間をいいます。 

（ハ）ナイトタイム 

デイタイムおよびホームタイム以外の時間をいいます。 

 

(5) 電気料金 

1月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および本約款別紙3（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電

促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、本約款別紙4（燃料費調

整）1.(1)によって算定された平均燃料価格が本約款別紙4（燃料費調整）別表

（燃料費調整単価算出係数等）に記載のお客さまの需要場所を供給区域とする

一般送配電事業者ごとに定めるX円（以下単に「X円」といいます。）を下回る

場合は、本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差

し引いたものとし、本約款別紙4（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均

燃料価格がX円を上回る場合は、本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定さ

れた燃料費調整額を加えたものとします。 

 

(a) 基本料金 

基本料金は、本約款第 13条（料金の算定および算定期間）に定める算定期間

1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合
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の基本料金は、半額といたします。 

1契約につき最初の 10キロボルトアンペアまで 987 円 04 銭 

上記をこえる 1キロボルトアンペアにつき 286 円 00 銭 

 

(b) 電力量料金  

電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

 

（イ）デイタイム 

1キロワット時につき 38 円 71 銭 

 

（ロ）ホームタイム 

1キロワット時につき 28 円 52 銭 

 

（ハ）ナイトタイム 

1キロワット時につき 16 円 30 銭 
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附   則 

 

この料金メニュー約款の実施時期 

この料金メニュー約款は、2022 年 6月 1日より実施します。 

 

約款改定・改訂履歴 

2020 年 10 月 1 日制定 

2022 年 6 月 1 日改定 
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別紙 1 休日等 

休日等とは、土曜日,日曜日，「国民の祝日に関する法律」に規定する休日，1 月 2 日，

1月 3日，4月 30 日，5月１日，5月 2日，12月 30 日および 12月 31 日をいいます。 

 

 


